
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２３年３月３１日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０神第１７６号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２２年８月１３日（金） １９時４０分ごろ 

発生場所 京都府京丹後市沖 経ヶ岬灯台から真方位０３８°２.２海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３５°４８.３′東経１３５°１５.０′) 

事故等調査の経過  平成２２年８月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ ケミカルタンカー KOTOKU
コ ー ト ク

 FORTUNE
フォーチューン

（パナマ共和国）、７３９トン 

   ８９０５２５６(ＩＭＯ番号）、KOTOKU MARINE PANAMA CORPORATION

Ｂ 遊漁船 MAYUMI
マ ユ ミ

、５トン未満 

２５１－１１４３１京都、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、大韓民国籍 

Ｂ 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 船長Ｂが、頭部に軽い打撲を負った（入院の必要なし）。 

 損傷 Ａ 右舷船首楼外板に長さ約１.０９ｍの擦過傷 

Ｂ 左舷外板に長さ約４８cmの圧損 

 事故等の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか８人が乗り組み、ケミカル貨物（ジメチルポリシロ

キサン）を積載し、平成２２年８月１３日１９時２０分ごろ、丹後半島北

方沖を航行中、船長Ａが、１６時～２０時の当直航海士である一等航海士

から、針路０８４°（真方位、以下同じ。）及び速力約１０ノットの状態で

航海当直を引き継いだ。 

船長Ａは、当直を引き継いだのち、針路と速力をそのままとし、レーダ

ーで前方の安全を確認して海図室に入り、日本の代理店に運航予定などの

連絡を行い、１９時３４分少し前、海図室を出て前方を見たとき、右舷前

方にＢ船の灯火を認め、これを避けようと右に１０°の舵を切ったが間に

合わず、Ａ船は、１９時４０分ごろ、経ヶ岬灯台から０３８°２.２Ｍ付近

において、右舷船首がＢ船の左舷側と衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、船長見習いの助手１人及び釣り客３

人を同乗させ、１５時３５分ごろ、釣り場に至り、その後、釣り場を移動

しながら釣りを続け、日没後、京都府丹後半島北方沖１～２Ｍ付近で、灯

火を点灯して主機を停止し、錨泊して釣りを続けていた。１９時４０分ご

ろ、Ｂ船は、左舷側３５０ｍ付近に、自船に向かってくるＡ船に気付き、

身の危険を感じた釣り客３人が船首部に集まっていたところ、Ａ船の右舷

船首とＢ船の左舷側とが衝突した。 

Ａ船は、衝突後、Ｂ船の左舷側を擦過してそのまま航行を続け、２０時

１０分ごろ、船長Ｂからの通報を受けた海上保安部から事態を告げられ、

翌１４日０１時２５分ごろ、海上保安部の指示により舞鶴港の錨地に投錨

した。 

一方、Ｂ船は、船長Ｂが頭部に打撲傷を負ったものの、釣り客などに負



傷はなく、推進機関にも損傷異常がなかったことから、自力で航行し、２

１時００分ごろ、京都府宮津市養老漁港に帰港した。 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ４、視程 約３Ｍ 

海象：潮流 南南西 

 その他の事項 Ａ船は、船長と機関長が大韓民国籍で、他の乗組員はインドネシア国籍

であった。 

航海中のＡ船の船橋当直は、船長Ａが０８（２０）～１２（２４）時、

一等航海士が０４（１６）～０８（２０）時、二等航海士が００（１２）

～０４（１６）時であった。 

事故現場付近の水深は、約３８～４０ｍで、Ｂ船の錨索は、約２２０ｍ

（錨鎖約１０ｍ及び太いロープ約１０ｍを含む）であった。  

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、丹後半島の北方沖２Ｍ付近を東進中、船

橋当直者が適切な見張りを行っていなかった可能

性があると考えられるが、乗組員は、本事故後に日

本を出国して大韓民国に帰国し、口述が得られなか

ったことから、Ａ船の詳細な運航状況を明らかにす

ることはできなかった。 

Ｂ船は、灯火を点灯して遊漁のため錨泊中、船長

Ｂが約３５０ｍのところにＢ船に向けて接近する

Ａ船を視認したが、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

原因 

 

 本事故は、夜間、丹後半島の北方沖２Ｍ付近において、Ａ船が東進中、

Ｂ船が灯火を点灯して錨泊中、両船が衝突したことにより発生したものと

考えられる。 

 




